


























資料３－１－１

金融監督庁発足時の記者会見における長官発言骨子

Ⅰ．（総理、官房長官からのご指示とそれを踏まえての金融監督庁運営の基

本的考え方）

金融監督庁長官を拝命するに当たり、総理からは、「事前指導的な行政

から事後チェック重視型の行政への転換を図り、公正で透明な金融行政を

実現すること、あわせて、職員モラルの保持に万全を期し、金融行政に対

する内外の信頼の回復に努めること、また、現下の金融情勢にかんがみ、

金融監督当局として、金融機関の不良債権処理の促進に万全を期すること」

とのご指示があった。

また、官房長官からは、本日はお目にかかれなかったが、「検査・監督

を専門的に行う独立の行政機関として、その機能を十全に発揮すべく、検

査・監督体制について計画的な整備を図ること」とのご指示が別途あった。

以上のご指示を踏まえ、今後の金融監督庁の運営に当たっては、以下の

５点を柱としたいと考えている。

第１は、明確なルールに基づく「公正で透明な金融監督の確立」であ

る。

第２は、このような金融監督の基本となる「厳正で実効性ある検査の実

施とモニタリングの充実」である。

第３は、「海外の金融検査監督当局等との連携強化」である。

第４は、「専門性の向上と高いモラルの保持」である。

第５は、「検査・監視・監督体制の計画的な整備」である。

以下、これらの点につき補足的なコメントを加えたい。

１点目の「公正で透明な金融監督の確立」は、自己責任原則の徹底と市

場規律重視を基本として、極力、裁量的なもの、不透明なものを排除して、



金融監督を行うということである。そのためにはまず、監督当局として責

任を持って監督すべき守備範囲を明確にする必要がある。その上で、その

範囲内においては、検査やモニタリングから得られる情報に基づき、早期

是正措置をはじめ、明確なルールによる監督を行わなければならない。ま

た、たとえば法令解釈等の照会に文書で回答し、その内容を一般に公表す

るというようなことを含め、行政の透明性を高めるための方策を具体的に

研究してみたい。

２点目の「厳正で実効性ある検査の実施とモニタリングの充実」は、総

理からご指示のあった事後チェック重視型行政への転換を図るための大前

提である。早期是正措置の導入に対応して、金融検査の基本的あり方を抜

本的に改め、新検査方式が定められたところであるが、今後とも金融の新

しい流れに即応して検査手法の不断の見直し・向上を図るとともに、民間

専門家の登用、海外の主要金融検査監督当局との人事交流等を通じ、検査

官の育成と検査機能の充実・強化を図ることが重要である。

また、国際的な金融監督の潮流をも踏まえ、オンサイトの検査に加えて、

検査後における改善状況のフォローアップや財務諸表等の継続的な分析と

いったオフサイトのモニタリング機能が重要と考えており、従来手薄であ

ったこうした機能の充実に努めなければならないと考えている。

３点目の「海外の金融検査監督当局等との連携強化」は、金融取引のグ

ローバル化という状況に適切に対応するために、極めて重要なことであり、

バーゼル委員会やＩＯＳＣＯ（証券監督者国際機構）等における国際的な

議論に主体的に参画していくことはもとより、海外金融検査監督当局との

間での情報交換の枠組みの整備にも努めてまいりたいと考えている。

さらに、金融犯罪の防止に向けた国際的な取組みについては、サミット

においても合意されているものであり、我が国として積極的な貢献を図っ

てまいりたいと考えている。このため、金融犯罪の防止のための日本版Ｆ

ＩＵを、組織的犯罪処罰法案の成立・施行を待って金融監督庁に設置する

こととしているが、これに先立ち本日付で、ＦＩＵの設立準備と国際会議

への対応等を担当する特定金融情報管理体制等検討準備室を長官官房に設

置することとしたところである。

４点目の「専門性の向上と高いモラルの保持」は、総理のご指示にもあ



るとおり、検査・監視・監督を専門的に行う行政機関として、我が国金融

行政に対する内外の信頼の回復を図る上で不可欠なことである。職員の専

門能力向上のための研修や、服務監察を含め高いモラルを保持するための

方策に、真剣に取り組んでまいりたい。

５点目の「検査・監視・監督体制の計画的な整備」は、官房長官のご指

示にもあるとおり、金融の検査・監視・監督を専門的に行う官庁として、

責任をもって金融行政を担い、内外の信頼を確保する上で極めて重要なこ

とである。

我が国の検査・監視・監督体制は、これまでの関係者の努力もあって、

金融監督庁の４０３人に財務局の検査・監視・監督要員約１，１００人を

加えて合計約１，５００人となっている。しかし、市場の自由度が高いと

いわれる米国の体制と比べてまだまだ貧弱であるとのご批判は素直に受け

止めなければならないと思う。また、職員数の面だけでなく機構の面でみ

ても、組織全体として実効性の高い態勢になっているかどうか、検討すべ

き点も少なくないように思う。

こうした体制の不備が、我が国金融システムの安定性に対する懸念の一

因となりうるとすれば、看過しがたいところである。定員の大幅増を含む

体制の抜本的な整備ということは、従来の行政の感覚からするとなかなか

難しいことなのかもしれないが、事後チェック重視型の公正・透明な行政

を責任をもって担うための体制整備であり、官邸・与党のご指導を賜りつ

つ、是非とも国民各位のご理解を得て、検査・監視・監督体制の計画的な

整備を図ってまいりたいと考えている。

以上、初代長官を拝命するにあたり、自らに重い宿題を課すつもりで申

し上げた。また、先刻の職員に対する訓辞でも大要以上のようなことを申

し述べた。

これら５本の柱に沿って、金融監督庁の運営を行っていくこととなるが、

現下の金融情勢における喫緊の課題は、総理のご指示にもある金融機関の

不良債権問題であると考えている。これについては、政府与党挙げての真

剣な取組みが行われているところであるが、金融監督庁としても、金融機



関による不良債権の早期処理に向けて、金融監督当局として適切に対応し

てまいりたいと考えている。

Ⅱ．（職員人事について）

次に、この機会に金融監督庁の職員人事についての考え方を述べておき

たい。

金融監督庁の職員については、民間金融機関に対する検査・監督等の業

務を的確に遂行して国民に信頼される金融行政を実施していくとの観点か

ら、望ましい人材を確保したところである。

具体的には、金融監督庁には当然のことながら金融行政経験の豊かな人

材を確保する必要があり、大蔵省において検査・監督事務に従事してきた

職員等の中から多数任用しているが、同時に、公認会計士など、民間の専

門家の登用や大蔵省以外の省庁との大幅な人事交流の実施など、幅広い分

野からの人材確保に配意したところである。

民間からの人材登用については、私が金融監督行政を実施していくにあ

たって、ご指導、ご助言をいただくための顧問（非常勤）を、経済学者、

法曹界、会計専門家、経済界等の各分野の有識者に委嘱したほか、若手の

公認会計士５名を検査官に、また、新進気鋭の商法専攻の大学教授１名を

非常勤の検査部参事に登用したところである。大蔵省以外の省庁との人事

交流については、１３省庁から３０名程度の受入れ規模となっている。

また、金融監督庁の中枢を担う幹部職員である、次長、検査部長、監督

部長、監視委員会の事務局長及び事務局次長の５名については、経歴等か

ら最もふさわしいと思う者を任用すべく意を用いたところであり、事務局

次長は裁判所出身、それ以外の４人は大蔵省出身である。これら大蔵省出

身の幹部職員の今後の人事については、将来の話でもあり、また、もとよ

り人事は適材適所を基本とするところであるが、各人には金融監督庁の中

枢を担うべき幹部職員として金融監督庁に骨を埋める覚悟で使命感を持っ

て仕事に取り組んでもらいたいと考えている。

なお、新規採用についても積極的に進めてまいりたいと考えており、採



用に向けて体制も整えてあるので、熱意のある諸君の応募を期待してい

る。

Ⅲ．（決意）

以上、金融監督庁運営の基本的な考え方と職員人事についての考え方を

申し述べたが、最後に決意を表明させていただく。

総理の掲げられた金融システム改革の３原則であるフリー・フェアー・

グローバルは、金融監督行政の理念そのものでもあると考えている。先程

述べた５つの柱を基本として、かかる理念を実現すべく、最善を尽くす決

意であるので宜しくお願いしたい。



資料３－３－１ 財務局長会議等の開催実績

盤 財務局長会議

・第１回会合（平成10年７月17日（金））

・第２回会合（平成10年９月17日（木））

・第３回会合（平成11年２月４日（木））

・第４回会合（平成11年４月23日（金））

盤 理財部長会議

・第１回（平成10年10月13日（火））

・第２回（平成11年３月10日（水））

盤 金融監督関係課長会議

・第１回（平成10年11月５日（木）及び６日（金））

・第２回（平成11年５月20日（木）及び21日（金））

盤 金融検査関係課長会議

・第１回（平成10年７月29日（水））

・第２回（平成11年１月22日（金））



資料３－３－２ 金融監督庁幹部による地方講演会の開催状況

日 程 主催財務局等 講 師

11年１月11日 近畿財務局 日野 金融監督庁長官

１月12日 東海財務局 日野 金融監督庁長官

１月18日 東北財務局 五味 金融監督庁検査部長

１月19日 中国財務局 乾 金融監督庁監督部長

１月19日 北海道財務局 五味 金融監督庁検査部長

１月22日 福岡財務支局 浜中 金融監督庁次長

５月28日 四国財務局 浜中 金融監督庁次長

５月31日 九州財務局 木下 金融監督庁長官官房企画課長

６月10日 沖縄総合事務局 内村 金融監督庁検査部検査総括課長

６月11日 北陸財務局 小手川 金融監督庁監督部監督総括課長



資料３－４－１ この１年間の研修の開催実績

研 修 名 目 的 ・ 内 容 対 象 参 加 人 数 日 程 主 な 研 修 科 目

証券検査基礎実 初めて証券検査に従事す 新任の証券取引 金融監督庁 １名 平成10年７月21日～７月31日 検査実務、審査実務、証券取引法
務研修 る者を対象に、証券取引 検査官等 証券取引等監視委員会 実質 ９日間 証券取引所規則、事例研究、

検査官等としての必要最 ６名
低限の基礎知識を付与す 財務局 ３８名
ること 計 ４５名

強制調査実務 初めて強制調査に従事す 新任の証券取引 証券取引等監視委員会 平成10年７月21日～７月31日 犯則調査実務、市場調査、刑法、
研修 る者を対象に、証券取引 特別調査官等 １３名 実質 ９日間 刑事訴訟法、証券取引法、証券取

特別調査官としての必要 財務局 １４名 引所規則
最低限の基礎知識を付与 計 ２７名
すること

金融事務研修 財務局の金融監督事務に 財務局の金融事 平成10年10月５日～10月９日 行政手続法、金融行政上の諸問題
従事する者を対象に、必 務担当調査官等 財務局 ４５名 実質 ５日間 預金保険制度、デリバティブ取引
要な専門知識を付与する 事例研究、公務員倫理
こと

証券事務研修 財務局の証券監督事務に 財務局の証券事 平成10年10月26日～10月29日 行政手続法、証券行政上の諸問題
従事する者を対象に、必 務担当調査官等 財務局 ２５名 実質 ４日間 証券市場、デリバティブ取引、
要な専門知識を付与する 事例研究、公務員倫理
こと

英会話外部委託 外部の専門研修機関に委 今後、海外監督 平成10年10月～11年１月 英会話
研修 託した研修において、海 当局者との折衝 金融監督庁 ５名 平成11年１月～11年３月

外監督当局者との折衝等 等が予定される 平成11年４月～11年６月
に必要な語学を習得させ 職員 ３か月間
る （週２日２時間程度）

、



研 修 名 目 的 ・ 内 容 対 象 参 加 人 数 日 程 主 な 研 修 科 目

新規採用職員 国家公務員及び金融監督 平成11年４月２日～４月16日 銀行法、証券取引法、財務諸表論
研修（Ⅰ種） 庁の職員として必要最低 新規採用職員 金融監督庁 ５名 実質 ７日間 金融の基礎知識、公務員倫理

限の知識を付与する

新規採用職員 国家公務員及び金融監督 平成11年４月２日～５月18日 銀行法、証券取引法、財務諸表論
研修 庁の職員として必要最低 新規採用職員 金融監督庁 ９名 実質 ２９日間 簿記、英会話、公務員倫理
（Ⅱ・Ⅲ種） 限の知識を付与する

その他金融検査に関する研修については、資料17ー３ー１参照



資料３－５－１ 長官会見、次長会見

【長官会見】

10. 6.22（月) 初会見

10. 6.22（月) 各社別会見

10. 6.26（金） 住友信託銀行と日本長期信用銀行の合併構想について

10. 7. 2（木） 松永大蔵大臣・日野長官共同会見（金融再生トータルプラン）

10. 7.21（火） 定例

10. 8.21（金） 住友信託銀行と日本長期信用銀行の合併について

10. 8.25（火） 定例

10. 9.22（火） 定例

10.10.20（火） 定例

10.10.23（金） 日本長期信用銀行について

10.11.17（火） 定例

10.12.13（日） 日本債券信用銀行について

10.12.22（火） 定例

11. 1.19（火） 定例

11. 2.23（火） 定例

11. 3.23（火） 定例

11. 4.20（火） 定例

11. 5.18（火） 定例

11. 6. 4（金） 東邦生命保険相互会社について

初会見 ： １回

各社別会見：１回

定例会見：１１回

緊急会見： ６回

合計 １９回（10.6.22 ～11.6.21 までの間）



【次長会見】（全て「定例会見」）

10. 7.14（火） 11. 1.26（火）

10. 7.28（火） 11. 2. 2（火）

10. 8. 4（火） 11. 2. 9（火）

10. 9. 1（火) 11. 2.16（火）

10. 9. 8（火） 11. 3. 2（火）

10. 9.29（火） 11. 3. 9（火）

10.10. 6（火） 11. 3.16（火）

10.10.13（火） 11. 3.30（火）

10.10.27（火） 11. 4. 6（火）

10.11.10（火） 11. 4.13（火）

10.11.24（火） 11. 4.27（火）

10.12. 1（火） 11. 5.11（火）

10.12. 8（火） 11. 5.25（火）

10.12.15（火） 11. 6. 1（火）

11. 1. 5（火） 11. 6. 8（火）

11. 1.12（火） 11. 6.15（火）

合計 ３２回（ 10.6.22～ 11.6.21までの間）



資料３－５－２ 報道発表、国際機関関係の発表、論（解）説委員との懇談会

【報道発表】

10. 6.22 金融監督庁発足時の記者会見における長官発言骨子

10. 6.26 住友信託銀行と日本長期信用銀行の合併構想について－長官談話－

10. 7. 2 日米保険協議について－長官談話－

10. 7.13 いわゆるコンピュータ西暦2000年問題への金融機関等の対応状況に係る報告命令の

発出について

10. 7.16 金融検査マニュアル及びチェックリストの整備に向けて

10. 7.17 リスク管理債権等の状況について（10年３月末）

10. 7.31 一連の贈収賄事件に係る金融機関に対する行政上の措置について－長官談話－

10. 8.14 証券会社に対する証券業免許の付与について

10. 8.21 住友信託銀行と日本長期信用銀行の合併について－長官談話－

10. 8.25 「コンピュータ2000年問題に関する金融検査におけるチェックリスト（改訂版）」

の公表について

10. 8.25 「金融検査マニュアル検討会」第１回会合の開催について

10. 8.26 コンピュータ2000年問題に関する金融検査について

10. 8.28 平成11年度概算要求について

10. 8.31 証券会社に対する証券業免許の付与について

10. 8.31 事務ガイドラインの一部改正について

10. 9. 7 コンピュータ西暦2000年問題への対応について（平成10年６月末）

10. 9. 8 「金融検査マニュアル検討会」第２回会合の開催について

10. 9.11 金融機関に関する苦情相談窓口の周知等について

10. 9.22 「金融検査マニュアル検討会」第３回会合の開催について

10. 9.30 投信投資顧問会社に対する委託会社の免許について

10.10. 1 コンピュータ2000年問題に関する金融検査に従事する非常勤職員の採用について

10.10. 6 「金融検査マニュアル検討会」第４回会合の開催について

10.10.20 「金融検査マニュアル検討会」第５回会合の開催について

10.10.23 日本長期信用銀行について－長官談話－

10.11. 5 「金融検査マニュアル検討会」第６回会合の開催について

10.11. 9 在日外国銀行支店に対する銀行業免許の付与について

10.11.17 事務ガイドラインの一部改正について

10.11.18 「金融検査マニュアル検討会」第７回会合の開催について

10.11.24 委託会社に対する免許の付与について

10.11.24 証券会社に対する証券業免許の付与について

10.11.25 「金融検査マニュアル検討会」第８回会合の開催について

10.11.27 在日外国銀行支店に対する銀行業免許の付与について

10.11.27 証券会社に対する証券業免許の付与について

10.11.27 日証金信託銀行に係る銀行業免許及び信託兼営認可について



10.11.30 委託会社に対する免許の付与について

10.11.30 ドレスナー・クラインオート・ベンソン証券会社東京支店に対する行政処分について

10.11.30 外国証券会社に対する証券業免許の付与について

10.12. 1 事務ガイドラインの一部改正について

10.12. 2 「金融検査マニュアル検討会」第９回会合の開催について

10.12. 9 「金融検査マニュアル検討会」第10回会合の開催について

10.12. 9 しんきんアセットマネジメント投信株式会社に対する証券投資信託委託業の認可に

ついて

10.12.11 在日外国銀行支店に対する銀行業免許の付与について

10.12.11 「金融検査マニュアル検討会」第11回会合の開催について

10.12.13 日本債券信用銀行について－長官談話－

10.12.15 非常勤職員の採用について

10.12.16 「金融検査マニュアル検討会」第12回会合の開催について

10.12.18 「金融検査マニュアル検討会」第13回会合の開催について

10.12.18 保険契約及び保険金支払の見直しについて

10.12.18 コンピュータ西暦2000年問題への対応について（平成10年９月末）

10.12.22 金融検査マニュアル検討会「中間とりまとめ」について

10.12.22 「金融検査マニュアル検討会」第14回会合の開催について

10.12.25 主要行（17行）に対する検査・考査結果について

10.12.25 「借り過ぎにご注意！」

11. 1.18 内外からの規制緩和要望等に対する検討状況（中間公表）

11. 1.19 「金融検査マニュアル検討会」第13・14回会合の議事要旨について

11. 1.22 リスク管理債権等の状況について（10年９月末）

11. 1.29 事務ガイドライン（保険会社関係）の一部改正について

11. 2.17 第 105回自動車損害賠償責任保険審議会の開催について

11. 2.23 金融検査マニュアル検討会「中間とりまとめ」に対するご意見の公表について

11. 2.26 「金融検査マニュアル検討会」第15回会合の開催について

11. 3. 3 証券取引法の弊害防止措置の見直しにあたっての基本的方向性について

（パブリック・コメント）

11. 3. 3 「金融検査マニュアル検討会」第16回会合の開催について

11. 3. 4 第 105回自動車損害賠償責任保険審議会議事概要について

11. 3. 8 「金融検査マニュアル検討会」第17回会合の開催について

11. 3.11 「金融検査マニュアル検討会」第18回会合の開催について

11. 3.12 コンピュータ西暦2000年問題への対応について（平成10年12月末）

11. 3.17 「金融検査マニュアル検討会」第19回会合の開催について

11. 3.18 「金融検査マニュアル検討会」第20回会合の開催について

11. 3.25 弊害防止措置の見直しについて

11. 3.25 「金融検査マニュアル検討会」第21回会合の開催について

11. 3.30 「金融検査マニュアル検討会」第22回会合の開催について

11. 3.30 規制緩和推進３か年計画の改定について



11. 3.31 証券会社の自己資本規制の見直しにあたっての基本的方向性について

（パブリック・コメント）

11. 3.31 事務ガイドラインの一部改正について

11. 4. 5 「金融検査マニュアル検討会」第23回会合の開催について

11. 4. 5 非常勤職員の募集について

11. 4. 7 「金融検査マニュアル検討会」第24回会合の開催について

11. 4. 8 金融検査マニュアル検討会「最終とりまとめ」について

11. 4. 9 リスク管理モデル研究会の開催について

11. 4.11 国民銀行について－長官談話－

11. 4.12 国民銀行の検査結果について

11. 4.16 預金取扱金融機関及び保険会社の自己資本比率規制等に関する告示について

（パブリック・コメント）

11. 4.21 「金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律」の概要並びに同法に基

づく政令案及び命令案等の概要の公表について（パブリック・コメント）

11. 4.21 「金融検査マニュアル検討会」第23回・24回会合の議事要旨について

11. 4.30 証券会社の自己資本規制の見直しについて

11. 5.11 自動車損害賠償責任保険審議会懇談会（平成11年４月22日開催）議事概要について

11. 5.18 「金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律」に基づく政令案及び命

令案等のパブリック・コメントに対する回答の公表について

11. 5.19 事務ガイドライン（金融会社関係）の一部改正について

11. 5.20 預金取扱金融機関及び保険会社の自己資本比率規制等に関する告示について

11. 5.22 幸福銀行について－長官談話－

11. 5.22 幸福銀行の検査結果について

11. 5.24 保険商品に係る届出制の拡大について（パブリック・コメント）

11. 5.31 事務ガイドライン（保険会社関係）の一部改正について

11. 6. 3 個別行に係る報道について（東京相和銀行にかかる検査報道）

11. 6. 4 東邦生命保険相互会社について－長官談話－

11. 6. 5 東邦生命保険相互会社に対する保険管理人による業務及び財産の管理命令等について

11. 6. 8 金融機関の業務に関するリスク関連資料に係る報告命令の発出について

11. 6.10 コンピュータ西暦2000年問題への対応について

11. 6.12 東京相和銀行について－長官談話－

11. 6.12 東京相和銀行の検査結果について

11. 6.17 パリバ投資顧問株式会社に対する行政処分について

合計 １０１件（ 10.6.22～11.6.21 までの間）



【国際機関関係の発表】

10. 9. 2 デリバティブおよびトレーディングに関し監督上必要とする情報を収集する際の枠

組み

10. 9.22 バーゼル委員会がオペレーショナル・リスク管理のサーベイ結果を公表

10. 9.22 バーゼル委員会が「銀行組織における内部者管理体制のフレームワーク」を公表

10. 9.22 バーゼル委員会が銀行の透明性に関する指針を公表

10.10.15 バーゼル委員会が貸出金の評価、貸倒引当金および信用リスクの開示に関する協議

用ペーパーを公表

10.10.27 自己資本の基本的項目（Tier 1）としての発行が適格な資本調達手段

10.11.30 バーゼル銀行監督委員会及びＩＯＳＣＯによる銀行、証券会社のトレーディング及

びデリバティブ取引に関する1997年のディスクロージャー状況の調査結果

11. 1.28 銀行とレバレッジの高い業務を行う機関との取引

11. 2.18 金融コングロマリットに関するジョイント・フォーラムによる金融コングロマリッ

トの監督に関する資料

11. 2.24 バーゼル銀行監督委員会及びＩＯＳＣＯによる銀行、証券会社のトレーディング及

びデリバティブ取引に関するパブリック・ディスクロージャーに関する提言

11. 4.21 バーゼル銀行監督委員会による信用リスクモデル：現状とその活用

11. 6. 3 新たな自己資本充実度の枠組みに関する市中協議ペーパー

合計１２件（ 10.6.22～11.6.21 までの間）

【論（解）説委員との懇談会】

10.11.16 緊急経済対策について

11. 6.28 金融監督庁発足一年の活動状況と今後の課題
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